
 
 
 
 
 

議題（２） 

 

君津都市計画高度地区の変更について（付議） 
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資料２



君津都市計画高度地区の変更（君津市決定） 

 

都市計画高度地区を次のように変更する。 

  

種   類 面  積 建築物との高さの最高限度 備 考 

第一種高度地区 

（最高限度） 
約 ５９６ha 

別記 

「高度地区の規定書」 

     のとおり 

 

第二種高度地区 

（最高限度） 
約 １１２ha 

別記 

 「高度地区の規定書」 

      のとおり 

 

計 約 ７０８ha  

 

 
「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 
理由 
 用途地域の変更に伴い、良好な居住環境を確保し、土地利用の増進を図るため、高度

地区を変更する。 
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君津都市計画高度地区 新旧対照表 

 

 

種   類 
高度地区別面積 

面積の増減 
新 旧 

第一種高度地区 

（最高限度） 
約 ５９６ha 約 ５９２ha 約 ３．５ha 

第二種高度地区 

（最高限度） 
約 １１２ha 約 １１２ha － 

計 約 ７０８ha 約 ７０４ha 約 ３．５ha 
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高度地区変更理由書 
 

 旧大和田小学校用地について、既存の「学園の丘」と言うべき街並みを保全

するとともに、良好な教育環境の保護を図るため、用途地域を第一種中高層住

居専用地域に変更することに伴い、良好な住環境を確保し、土地利用の増進を

図るため、高度地区を変更するものである。 
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【現在の用途地域】 【変　　更　　案】



都市計画の策定経緯の概要書 
 

君津都市計画高度地区の変更 

 

事    項 時    期 備    考 

都市計画の案の概要の公告・縦覧 
令和７年１０月２日から 

令和７年１０月１６日まで 
縦覧者 なし 

公述の申出 なし 

公聴会 令和７年１１月６日 中止 

都市計画の案の公告・縦覧 
令和７年１２月１２日から 

令和７年１２月２６日まで 
縦覧者 １名 

意見書の提出 なし 

市都市計画審議会 令和８年１月２８日  

千葉県知事への協議の申出 令和８年１月（予定）  

千葉県知事の協議回答 令和８年２月（予定）  

決定告示 令和８年３月（予定）  
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